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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年8月3日(2017.8.3)

【公開番号】特開2016-181580(P2016-181580A)
【公開日】平成28年10月13日(2016.10.13)
【年通号数】公開・登録公報2016-059
【出願番号】特願2015-60424(P2015-60424)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５３Ａ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｊ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５８Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５７Ｇ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５８Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   21/265    ６０１Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/265    ６０１Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月20日(2017.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
（１３）上記形態の製造方法において、更に、前記イオン注入工程に先立って、結晶成長
によって前記半導体層の上にｐ型半導体層を形成する工程を備え、前記イオン注入工程は
、前記ｐ型半導体層を介して前記半導体層にイオン注入によって前記ｐ型不純物を注入す
る工程であってもよい。この形態によれば、イオン注入後にｐ型半導体層を半導体層の上
に再成長させる場合と比較して、ｐ型半導体層の再成長界面にｎ型不純物が混入すること
による不具合を防止できる。また、イオン注入によるｐ型半導体領域と、結晶成長による
ｐ型半導体層との接触抵抗（コンタクト抵抗）を抑制できる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法以外の種々の形態で実現することも可能であ
り、例えば、上記形態の半導体装置を備える電力変換装置、上記形態の半導体装置が組み
込まれた電気機器、並びに、上記形態の半導体装置を製造する製造装置などの形態で実現
できる。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　半導体装置１００のリセス１２４は、ｎ型半導体層１１６の＋Ｚ軸方向側からｐ型半導
体層１１４にわたって窪んだ凹部である。本実施形態では、リセス１２４は、各半導体層
に対するドライエッチングによって形成された構造である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　スルー絶縁膜９１２を除去した後（工程Ｐ１２５）、製造者は、半導体装置１００ｄに
対して第１の加熱工程を行う（工程Ｐ１２６）。第１の加熱工程（工程Ｐ１２６）におい
て、製造者は、アンモニア（ＮＨ３）を含有する第１の雰囲気ガスの中で、第１の温度Ｔ
１に半導体装置１００ｄを加熱する。本実施形態では、製造者は、半導体装置１００ｄを
載置した炉の中に流量３０ｓｌｍでアンモニア（ＮＨ３）を供給することによって、半導
体装置１００ｄの周囲に第１の雰囲気ガスを形成する。その後、製造者は、第１の雰囲気
ガスの中で、第１の温度Ｔ１として１０５０℃に半導体装置１００ｄを加熱する。その後
、製造者は、１０分間、第１の温度Ｔ１で半導体装置１００ｄを保持する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　図４の説明に戻り、第１の加熱工程（工程Ｐ１２６）を行った後、製造者は、半導体装
置１００ｄに対して第２の加熱工程を行う（工程Ｐ１２９）。第２の加熱工程（工程Ｐ１
２９）において、製造者は、酸素（Ｏ２）を含有する第２の雰囲気ガスの中で、第１の温
度Ｔ１より低い第２の温度Ｔ２に半導体装置１００ｄを加熱する。本実施形態では、製造
者は、半導体装置１００ｄを載置した炉の中に、流量１００ｓｌｍで窒素（Ｎ２）を供給
するとともに流量２ｓｌｍで酸素（Ｏ２）を供給することによって、半導体装置１００ｄ
の周囲に第２の雰囲気ガスを形成する。その後、製造者は、第２の雰囲気ガスの中で、第
２の温度Ｔ２として７００℃に半導体装置１００ｄを加熱する。その後、製造者は、５分
間、第２の温度Ｔ２で半導体装置１００ｄを保持する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　上述の実施形態において、イオン注入用マスク９１４を除去する工程（工程Ｐ１２４）
は、第１の加熱工程（工程Ｐ１２６）を行った後に実施されてもよい。スルー絶縁膜９１
２の除去を容易にする観点からは、上述の実施形態のように、第１の加熱工程（工程Ｐ１
２６）を行った後にイオン注入用マスク９１４を除去する工程（工程Ｐ１２４）を行うこ
とが好ましい。
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